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中国における数値限定発明の創造性
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１．概　要

　中国における進歩性は創造性と称され、権利化実務上、避けることのできない問題である（専
利法第22条第３項）。

　専利法第22条第 3項
　創造性とは、現有技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その
実用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

　創造性の判断は３ステップ、すなわち最接近の現有技術を特定し、次いで区別特徴を認定し、
最後に当業者にとって自明的であるか否かを判断する。ここで、自明か否かを判断する際には、
現有技術中に、技術的啓示（技術的示唆）が存在するか否かを注目して行う。

　しかしながら数値限定発明にあっては機械的に創造性の３ステップ法を適用することが妥当で
ない場合がある。本事件では復審委員会及び北京市第一中級人民法院は３ステップ法に基づき容
易に発明することができるとして特許を無効とする判断をなしたが、北京市高級人民法院は予期
せぬ効果を重視し、無効と判断した復審委員会の決定１及び北京市第一中級人民法院の判決２を
取り消した３。

１　特許復審委員会2011年４月11日決定　４W100345
２　北京市第一中級人民法院判決　（2013）一中知行初字第180号
３　北京市高級人民法院判決　（2013）高行終字第1754号




